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四
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四
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施
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…
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…
…
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導
員
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験
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実
施
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
五

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
八

公
安
委
員
会

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
四
〇
八

こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
付
第
二
千
二
十
五
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
九

○
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
付
号
外
第
三
十
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

群
数

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

十
一

都
留
市
玉
川

平
成
二
十
二
年
六
月
三

ち

日

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
八
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止

す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
区
域

都
留
市
下
谷
（
姥
沢
、
御
厩
所
、
二
ツ
石
、
赤
坂
西
平
、
深
田
、
南
山
、
東
御
獄
、
南
御
獄
、
東

蟻
山
、
自
済
地
及
び
と
げ
沢
の
区
域
に
限
る
。）、
法
能
（
中
野
、
大
穴
口
、
穴
口
、
外
ク
ネ
、
真

桑
土
、
桜
沢
、
引
の
田
、
天
神
山
、
中
原
、
長
谷
畑
、
住
吉
、
西
山
、
田
代
、
海
戸
、
宮
代
、
宮
原

及
び
新
田
の
区
域
に
限
る
。）、
戸
沢
（
向
山
、
西
海
戸
、
大
平
、
大
平
山
及
び
西
畑
の
区
域
に
限

る
。）、
玉
川
（
前
河
原
、
下
原
、
長
割
、
風
久
保
、
宮
の
上
、
坂
下
、
金
山
、
前
田
、
立
道
、
峯

海
戸
、
上
の
原
、
佐
野
下
、
桃
曽
根
及
び
カ
ラ
沢
の
区
域
に
限
る
。）、
四
日
市
場
（
町
並
東
側
、

町
並
西
側
、
上
境
、
下
境
、
中
溝
、
森
ノ
下
、
中
道
、
大
川
端
、
平
岩
、
生
出
山
表
向
、
生
出
山
南

向
、
走
落
、
椿
、
木
渡
、
小
倉
、
田
代
辻
、
杉
ノ
木
及
び
瀬
中
の
区
域
に
限
る
。）、
古
川
渡
（
横

田
、
前
ヶ
久
保
、
中
島
、
溝
の
尾
、
辻
、
朴
の
木
、
横
道
及
び
新
井
の
区
域
に
限
る
。）、
井
倉

（
中
村
、
沢
戸
、
馬
場
及
び
美
通
の
区
域
に
限
る
。）、
与
縄
（
高
卸
、
大
幅
、
原
明
、
中
村
、
竹
ノ

原
、
か
ぞ
原
、
日
影
及
び
松
原
の
区
域
に
限
る
。）、
盛
里
（
虻
の
宮
及
び
カ
ゾ
原
の
区
域
に
限
る
。）、

上
谷
一
丁
目
、
上
谷
二
丁
目
、
上
谷
三
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中
央
二
丁
目
、
中
央
三
丁
目
、
中
央

四
丁
目
、
つ
る
一
丁
目
、
つ
る
二
丁
目
、
つ
る
三
丁
目
、
つ
る
四
丁
目
、
つ
る
五
丁
目
、
下
谷
一
丁

目
、
下
谷
二
丁
目
、
下
谷
三
丁
目
及
び
下
谷
四
丁
目

二
　
指
定
家
畜
の
種
類

指
定
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
み
つ
ば
ち

三
　
指
定
の
概
要

指
定
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
三
日
か
ら
当
分
の
間

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

指
定
家
畜
及
び
腐
蛆そ

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
は
、
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
〇
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

七
月
一
日

第
二
千
五
十
四
号

木　曜　日

、
、

、
、



の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
指
定
区
域
内
で
の
移
動
又
は
当
該
区
域
外
へ
の
移
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
市
川
三
郷
山
梨
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
西
下
条
町
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
か
ら

旧

三
・
二
〜

四
三
五
・
八

甲
府
市
小
曲
町
笛
吹
川
右
岸
河
川
敷
地
先
ま
で

六
・
一

新

三
・
二
〜

四
三
五
・
八

六
・
一

二
・
九
〜

五
三
四
・
四

二
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
〇
号

山
梨
市
三
富
川
浦
字
見
畑
四
一
一
番

四
二
〇
・
〇
平
成
二
十
二

道

の
六
地
先
か
ら

年
七
月
一
日

山
梨
市
三
富
川
浦
字
見
畑
三
三
一
番

の
二
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ち
ゃ
い
る
ど

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
乙
黒
親
男

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
中
央
市
成
島
千
七
十
二
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
央
市
及
び
周
辺
地
域
の
就
学
前
の
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、「
地

域
と
関
わ
り
な
が
ら
親
も
子
も
共
に
育
ち
あ
え
る
保
育
園
」
を
理
念
に
、
子
ど
も
の
人
権
を
尊
重

し
、
そ
の
子
ら
し
く
生
き
る
力
を
育
て
る
教
育
と
養
護
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
心
身
共

に
健
全
な
育
成
と
地
域
の
保
育
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

四
〇
四



一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
お
て
っ
と

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
新
藤
美
●
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
中
下
条
千
八
百
五
十
八
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
少
子
高
齢
社
会
の
中
で
、
高
齢
者
や
病
気
の
人
、
子
育
て
中
の
親
な
ど
が
快
適

な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
生
活
の
自
立
に
役
立
つ
支
援
事
業
を
行
な
い
、
安
心
し
て
く
ら
せ
る
社

会
を
実
現
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

'

平
成
二
十
二
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
師
の
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
日
（
水
）
午
前
九
時
三
十
分

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
朝
気
一
丁
目
二
番
二
号
　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
（
ぴ
ゅ
あ
総
合
）

三
　
受
験
資
格

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者

四
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

履
歴
書

（三）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
卒
業
証

明
書
、
卒
業
証
書
の
写
し
、
地
方
厚
生
局
長
の
認
定
を
受
け
た
者
は
そ
の
認
定
書
の
写
し
）

（四）

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
手
札
形
（
縦
十
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
・

九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）、
無
帽
、
正
面
上
半
身
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
撮

影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

一
枚

２
　
受
験
手
数
料

七
千
円
（
受
験
願
書
に
七
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
添
付
し
、
消
印
は
し

な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

３
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日
（
水
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
火
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定

め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か

ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便

又
は
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と

す
る
。

４
　
受
験
願
書
等
の
提
出
先

受
験
願
書
等
は
、
営
業
所
の
所
在
地
又
は
住
所
地
を
所
管
す
る
各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所

（
支
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。））
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、

山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

五
　
試
験
科
目

１
　
学
科
試
験

（一）

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

（二）

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

（三）

洗
た
く
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

２
　
実
地
試
験

洗
た
く
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

六
　
問
い
合
わ
せ
先

受
験
手
続
そ
の
他
に
関
し
て
は
、
最
寄
り
の
各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
又
は
山
梨
県
福
祉

保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
四
八
八
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指

導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
を
実
施
す
る
職
種
及
び
試
験
科
目

１
　
次
の
職
種
に
つ
い
て
学
科
試
験
を
行
う
。

機
械
科
、
電
子
科
、
和
裁
科
及
び
建
築
科

２
　
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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免
許

学
　
　
科
　
　
試
　
　
験
　
　
の
　
　
科
　
　
目

職
種

関
　
　
　
　
連
　
　
　
　
学
　
　
　
　
科

指
　
導
　
方
　
法

機
械
科

一
　
系
基
礎
学
科

一
　
職
業
訓
練
原

１
　
機
械
工
学
（
機
械
要
素
、
機
構
と
運
動
）

理

２
　
材
料
（
材
料
力
学
、
金
属
材
料
、
非
金
属
材
料
、
潤
滑

二
　
教
科
指
導
方

油
及
び
切
削
剤
）

法

３
　
工
作
法
（
Ｎ
Ｃ
工
作
法
、
機
械
工
作
法
、
ジ
グ
、
工
具
）
三
　
訓
練
生
の
心

４
　
測
定
法
（
測
定
及
び
試
験
機
器
、
測
定
法
、
形
状
測
定
、

理

材
料
試
験
）

四
　
生
活
指
導
　

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

五
　
職
業
訓
練
関

二
　
専
攻
学
科

係
法
規

１
　
加
工
法
（
切
削
加
工
法
、
研
削
加
工
法
、
金
型
工
作
法
、

精
密
加
工
法
）

２
　
機
械
製
図
（
機
械
製
図
法
、
機
械
設
計
法
、
テ
ク
ニ
カ

ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
）

電
子
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
電
気
理
論
（
電
気
磁
気
学
、
直
流
及
び
交
流
理
論
）

２
　
電
子
工
学
（
デ
ジ
タ
ル
回
路
、
ア
ナ
ロ
グ
回
路
、
半
導

体
工
学
、
測
定
法
）

３
　
電
気
・
電
子
機
器
（
電
気
機
器
、
電
子
機
器
）

４
　
材
料
（
電
気
材
料
、
電
子
部
品
）

５
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
通
信
工
学
（
情
報
理
論
、
通
信
シ
ス
テ
ム
方
式
、
伝
送

工
学
、
通
信
処
理
）

２
　
機
器
設
備
（
端
末
設
備
、
伝
送
交
換
設
備
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
）

３
　
制
御
工
学
（
制
御
理
論
、
数
値
制
御
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

制
御
）

４
　
工
作
法
（
電
子
機
器
の
組
立
、
修
理
及
び
調
整
法
）

和
裁
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
裁
縫
知
識
（
裁
縫
工
程
、
裁
縫
用
具
、
見
積
り
）

２
　
縫
製
法
（
縫
製
法
、
縫
製
用
材
料
）

３
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
和
裁
法
（
裁
縫
工
程
、
和
服
の
種
類
、
裁
縫
法
）

２
　
被
服
学
（
被
服
史
、
被
服
論
、
被
服
科
学
、
服
装
美
学
）

建
築
科

一
　
系
基
礎
学
科

１
　
建
築
工
学
（
構
造
力
学
、
建
築
構
造
、
建
築
施
工
、
測

量
、
建
築
製
図
、
関
係
法
規
）

２
　
安
全
衛
生
（
安
全
管
理
、
衛
生
管
理
）

二
　
専
攻
学
科

１
　
建
築
設
計
（
建
築
設
計
、
設
備
設
計
、
建
築
計
画
）

２
　
施
工
法
（
建
築
施
工
法
、
建
築
工
事
、
規
く
術
、
木
材

工
作
法
、
仕
様
及
び
積
算
）

３
　
材
料
（
建
築
用
材
料
）

３
　
前
記
以
外
の
職
種
に
つ
い
て
も
、
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
が
免
除

さ
れ
る
者（
一
級
又
は
単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
及
び
他
法
令
に
よ
る
資
格
取
得
者
）

に
対
し
て
、
指
導
方
法
の
み
の
試
験
を
行
う
。

二
　
受
験
資
格

１
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（一）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

（二）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。）
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
者

２
　
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（一）

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

（二）

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

（三）

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
試
験
の
免
除

実
技
試
験
の
全
部
又
は
学
科
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及

び
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
免
除
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

免
許
職
種

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
の
範
囲

全
職
種
共

免
許
職
種
に
関
し
、
一
級
の
技
能
検
定
又
は
単
一

実
技
試
験
の
全
部
及
び
学

通

等
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
（
電
子
回
路
接

科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
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続
及
び
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工
を
除
く
。）

免
許
職
種
に
関
し
、
二
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し

実
技
試
験
の
全
部

た
者

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方

法
及
び
関
連
学
科
の
系
基

礎
学
科
（
当
該
免
許
職
種

に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
に
係
る
系
基
礎
学
科

と
同
一
の
系
基
礎
学
科
に

限
る
。）

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お

実
技
試
験
の
全
部

い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方

ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者

法

免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学

い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科

科
の
系
基
礎
学
科
又
は
専

又
は
専
攻
学
科
に
合
格
し
た
者

攻
学
科

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験
の
う

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学

ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
に
合
格
し
た
者

科
の
系
基
礎
学
科
（
当
該

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に

係
る
系
基
礎
学
科
と
同
一

の
系
基
礎
学
科
に
限
る
。）

免
許
職
種
に
関
し
、
応
用
課
程
の
高
度
職
業
訓
練

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学

を
修
了
し
た
者

科

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学

を
修
了
し
た
者

科

学
校
教
育
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学

第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
同
法
第
百
十

科

五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
免
許

職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

省
令
別
表

省
令
別
表
第
十
一
の
三
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ

省
令
別
表
第
十
一
の
三
の

第
十
一
の

る
免
許
職
種
に
つ
い
て
同
表
の
試
験
の
免
除
を
受

免
除
の
範
囲
の
欄
に
掲
げ

三
に
掲
げ

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
欄
に
掲
げ
る
者

る
試
験

る
免
許
職

種

四
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

１
　
日
時
　
平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
（
火
）
午
前
九
時

２
　
場
所
　
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
千
三
百
八
番
地
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

五
　
受
験
手
続

１
　
受
験
申
請
書
類

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
、
履
歴
書
、
身
分
証
明
書
、
写
真
二
枚
（
申
請
日
前
六
月

以
内
に
撮
影
し
た
正
面
脱
帽
、
上
半
身
像
で
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。
申
請
書
及
び
受
験
票
（
控
）
に
貼

り
付
け
る
こ
と
。）
及
び
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２
　
試
験
の
免
除
申
請

試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
の
表
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
付
す
る
こ
と
。

３
　
申
請
書
類
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
（
郵
送
に
よ
り
受
験
申

請
を
す
る
場
合
は
、
必
ず
書
留
郵
便
と
す
る
こ
と
。）

４
　
申
請
書
類
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
木
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

５
　
受
験
手
数
料

三
千
百
円
（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
に
、
三
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県

収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
還
付
し
な
い
。

６
　
受
験
票
の
交
付

受
験
申
請
を
受
け
付
け
た
後
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
う
え
、
受
験
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
に
受
験
票
を
交
付
す
る
。

六
　
合
否
判
定
の
基
準
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一
日

四
〇
七



１
　
学
科
試
験
の
指
導
方
法
、
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
す
べ
て
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上

の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、
学
科
試
験
の
う
ち
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
科
目
の
す
べ
て
に
つ

い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
す
る
。

２
　
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。）
は
、
指
導
方
法
に
限
り
合
格
と
す
る
。

３
　
学
科
試
験
の
う
ち
、系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、

か
つ
、
当
該
学
科
の
科
目
の
す
べ
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。）
は
、
当
該
学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

七
　
合
格
発
表

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
（
金
）
に
山
梨
県
庁
東
側
掲
示
板
（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
わ
き
）
及

び
山
梨
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
及
び
一
部
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
受
験
者

に
合
否
を
書
面
で
通
知
す
る
。

八
　
そ
の
他

１
　
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
案
内
及
び
申
請
書
用
紙
は
、
山
梨
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
、

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
、
山
梨
県
立
の
各
高
等
技
術
専
門
校
及
び
山
梨
県
立
就
業
支
援
　

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
配
布
す
る
。

２
　
受
験
に
関
す
る
注
意
事
項
（
集
合
時
刻
、
携
帯
品
等
）
は
、
後
日
受
験
票
を
も
っ
て
通
知
す
る
。

３
　
試
験
に
つ
い
て
の
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
商
工
労
働
部
産
業
人
材
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目

六
番
一
号
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
五
六
六
）
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
湖
中
二
五
八
五
の
七
一
、
二
五
八
五
の
七
二
、
二
五
八
五
の
七

九
、
二
五
八
五
の
一
二
〇
、
二
五
八
五
の
一
三
一
、
二
五
八
五
の
二
二
二
、
二
五
八
五
の
二
二
三
及

び
二
五
八
五
の
二
二
四
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路
　
　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り
　
　

下
水
道

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
及
び
富
士
河

口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
三
丁
目
十
二
番
地
十
　
博
報
堂
健
康
保
険
組
合
　
理
事
長
　
引
田

征
治

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
下
り
山
四
五
九
七
の
一
、
四
五
九
七
の
七
、
四
五
九
八
の
二
六
、
四
六
一

五
の
六
及
び
四
六
一
五
の
七
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
千
五
百
九
十
七
番
地
一
　
株
式
会
社
ウ
ォ
ー
タ
ー
ダ
イ
レ
ク
ト
　
代
表
取

締
役
社
長
　
伊
久
間
　
努

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
生
活
安
全
部
、」
を
削
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

四
〇
八



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関

す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

一
六
六

上

一

副
校
長

、
副
校
長

○
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
（
山
梨
県
立
大
学
の
公
立

大
学
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
）

四

上

二
七

教
育
職
給
料
（二）

教
育
職
給
料
表
（二）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

四
〇
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
四
号
　
　
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

四
一
〇


